
大阪府 商工労働部 中小企業支援室 金融課

令和８年５月現在

中小企業者の皆様へ

を応援します！！

► 金融機関提案型（設備投資特別枠）

金融機関が自らの強みを活かして制度を設計

※ 金利、その他の要件等は金融機関が決定（保証なし）

長期固定金利（年 1.45%以下の金融機関所定）
別途、保証料が必要 一般型、DX・カーボンニュートラル型、保証料補助型：９段階

計画認定型：年0.7％

『DX・カーボンニュートラル』関連設備の導入は保証料が優遇されます。

・おおむね10％の割引になります

『市町村連携メニュー』も実施しています。

・保証付をベースに市町村が独自に金利引下げ等を実施します

（実施市町村：泉佐野市・茨木市・大阪市・貝塚市・柏原市・河内長野市・堺市・八尾市）

法に基づく計画を策定する等して認定を受けた場合、

別枠・低保証料率の「計画認定型」の利用が可能となります。

・「経営力向上計画」 ・「先端設備等導入計画」

・「事業継続力強化計画」 ・「連携事業継続力強化計画」

・「情報処理の促進に関する法律第28条の認定」

令和８年５月11日から保証料補助型を創設しました。

・信用保証料の２分の１相当を大阪府が補助します

（国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用）

※対象期間：令和８年５月11日から令和８年11月30日までに保証申込をし、

令和９年１月31日までに融資実行したもの。 ※予算額に到達次第、終了となります。

新 設

詳細は府HP「各種融資メニュー」
からご確認ください▶



設備投資応援融資
一般型、DX・カーボンニュートラル型、計画認定型 保証料補助型

資 金 使 途 設備資金・設備に付随する運転資金※１

融資限度額 ２億円(うち無担保8,000万円) 8,000万円（無担保）

融 資 期 間 １０年以内（無担保）・２０年以内（有担保） １０年以内

返 済 方 法 毎月元金均等分割返済

金 利 年 1.45％以下の金融機関所定（固定金利）

担 保
有担保の申込みの場合には、

不動産、有価証券等の確実な担保が必要
不要

保 証 料

一般型
無担保 年 0.45〜1.90％（９段階）

実質年0.23％〜0.95％（９段階）

※信用保証料率区分ごとに
年0.22％〜0.95％に
相当する額を府が補助

有担保 年 0.32〜1.62％（９段階）

DX・カーボン
ニュートラル型

無担保 年 0.41〜1.71％（９段階）

有担保 年 0.28〜1.44％（９段階）

計画認定型※２･３ 一律年０．７％

保 証 人 等 原則として不要
（ただし、必要に応じて徴求する場合があります。）

取扱金融機関

〔都市銀行〕
みずほ、三井住友、三菱UFJ、りそな

〔地方銀行〕
あいち、阿波、池田泉州、伊予、愛媛、香川、関西みらい、
紀陽、京都、滋賀、四国、 静岡、三十三、但馬、
徳島大正、トマト、富山第一、名古屋、南都、百十四、
福井、北陸、北國、みなと

〔信託銀行〕
三井住友信託

〔信用金庫〕
尼崎、永和、大阪、大阪厚生、大阪シティ、大阪商工、
きのくに、北おおさか、京都、京都中央、枚方、播州

〔信用組合〕
大阪協栄、大阪貯蓄、近畿産業、成協、大同、中央、
のぞみ、ミレ （※のぞみ、ミレは一般型のみ）

〔政府系等〕
商工組合中央金庫、ＳＢＪ

〔都市銀行〕
みずほ、りそな

〔地方銀行〕
池田泉州、愛媛、香川、関西みらい、
紀陽、京都、三十三、四国、但馬、
徳島大正、南都、百十四、北陸、
みなと

〔信用金庫〕
尼崎、永和、大阪、大阪厚生、
大阪シティ、大阪商工、きのくに、
北おおさか、京都、京都中央、枚方
播州

〔信用組合〕
近畿産業、成協、のぞみ

《制度に関するお問い合わせ先》
大阪府 商工労働部 中小企業支援室 金融課 制度融資ｸﾞﾙｰﾌﾟ TEL 06-6210-9508            

※１ 設備に付随する運転資金は設備資金の1/2以内（運転資金のみのご利用は出来ません）。また、「先端設備等導入計画」に
基づく計画認定型を利用される場合、（設備に付随する）運転資金は対象になりません。

※ 2 計画認定型の申込みには計画等に応じた以下の認定が必要です。

★設備投資応援融資（1.45％以下の金融機関所定【固定】）をベースに、市町村が独自に金利引下げ等を行う
ことで中小企業者の設備投資を支援します。

《市町村連携型》

（※4）融資額600万円以下の場合は保証料補助制度(保証料率最大1％)があります （※5）うち無担保は8,000万円以内・期間10年以内
（※6)一般型・DX・カーボンニュートラル型は7年以内、計画認定型は10年以内
（※7) 計画認定型で関西みらい銀行選択の場合、さらに▲0.1％

★上記金利引下げ等のほか、泉佐野市（072-469-3131）、貝塚市（072-433-7193）では、保証料補助等の制度があります。

市町村 限度額 期間 金利 問合せ先 市町村 限度額 期間 金利 問合せ先

茨木市 3,000万円 10年以内 ▲0.2％（※4） 072‐620-1620 大阪市 2億円（※5) 20年以内（※5) ▲0.2％ 06‐6264-9844

河内長野市 3,000万円 10年以内 ▲0.2％ 0721-53-1111 堺市 8,000万円 10年以内 ▲0.1％ 072-255-8484

柏原市 4,800万円 10年以内 ▲0.2％ 072-972-1554 八尾市 2,000万円 7年以内（※6） ▲0.45％（※7) 072‐924-3845

計画等 基づく法 認定

経営力向上計画
中小企業等経営強化法

主務大臣の認定

先端設備等導入計画 市町村長の認定

事業継続力強化計画、連携事業継続力強化計画 中小企業強靭化法
経済産業大臣の認定

情報処理の促進に関する法律第28条の認定 情報の処理の促進に関する法律

※ 3 「情報処理の促進に関する法律第28条の認定」以外の場合、医療法人・特定非営利活動法人はご利用できません。

お申込みは
取扱金融機関へ


